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厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）平成 29 年度総括研究報告書 

 
海外における HIV 対策 

「外国人に対する HIV 検査と医療サービスへのアクセス向上に関する研究」班 

 

研究代表者  北島 勉 杏林大学総合政策学部教授 
          

研究要旨 

 

 外国人の HIV 検査や治療へのアクセスを向上させるための方策を検討するために、ベトナム国ホーチミン

市を訪問し、HIV の状況と主に NGO の取り組みの現状に関するヒヤリングを行った。また、International 

AIDS Society(IAS)の学術大会に参加し、主に欧州における移民に対する対応について情報収集を行った。 

ホーチミン市では、民間クリニックとゲイ、トランスジェンダー、セックスワーカーなど、HIV 感染リス

クが高いグループ（以下、個別施策層）を支援する community-based organization(CBO)とが共同でトラン

スジェンダーを中心とした性的マイノリティーへのカウンセリングを提供するクリニックを開設した。ここ

で提供されるサービスは公的医療保険の給付対象ではないため、患者は自己負担で診療を受けなくてはなら

ないが、CBO との関係から性的マイノリティーの患者からの信頼が厚いとのことであった。また、NGO であ

る Carmah は TesSNG という男性同性愛者を対象とした HIV 検査のキャンペーンを実施し、検査件数を大きく

伸ばすことができた。 

IAS の学術大会では、移民に関する分科会が 4つ、30の演題が発表された。移民の多くは HIV 高蔓延国の

出身者であるが、欧州に移って来てから HIV に感染する人が多いということがわかってきた。移民に対して

不寛容になりつつあるが、より大きな枠組みで移民への HIV 対策を検討する必要性がある。 

 

 
Ａ．研究目的 
 外国人のHIV検査や治療へのアクセスを向上さ

せるための方策を検討するために、海外の取り組

みに関する情報を収集するとともに、各国で HIV

感染予防やセクシャルマイノリティーへの支援

を行っているNGOとのネットワーク構築すること

を目的とする。 

 
Ｂ．研究方法 
 対象国で HIV 対策を行っている NGO や研究

者を訪問し、各国又は地域における HIV 対策の

状況と課題について聞き取りを行った。また、在

留外国人への HIV 検査や治療に関する情報提供

を、それぞれの国の NGO を通して実施すること

の可能性について協議をした。 

 訪問をした NGO は下記の通りである。 

（1）ホーチミン市、ベトナム（平成 30 年 1 月 18

日〜23 日） 

Dr. Thuan Nguyen (Galant) 

Mr. Pham Hong Son (Galant) 

Ms. Nguyen Nguyen Hhu Trang（LIFE） 

NGO Carmah 

 

（2）第 9 回 International AIDS Society 学術会

議、（開催都市：パリ、平成 29 年 7 月 23 日〜26

日） 

 

（倫理面への配慮） 

本研究の実施に関し、研究代表者が所属する杏

林大学大学院国際協力研究科の研究倫理委員会

から承認を得た（承認番号 23）。 

 

Ｃ．研究結果 
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（1）ベトナムの HIV 対策の状況 

 ベトナムでは、2016 年現在、25 万人が HIV 陽

性であり、約 12 万人（47％）が ART を利用でき

ている。また、新規感染者は 11000 人、エイズ関

連死者数は 8000 人であったと推計されている 1） 

 ベトナムの公衆衛生分野において HIV/AIDS

は重要な健康課題である。しかし、2017 年末にア

ジア開発銀行のプロジェクト、2018 年末には、米

国 の President’s Emergency Plan for AIDS 

Relief (PEPFAR)が資金援助を終了することにな

った。世界基金からの資金援助は継続されるが、

ベトナム政府は、2019 年以降、国内の資源を活用

しつつ、より優先順位の高い対象に絞った形で

HIV/AIDS対策を実施せざるを得ない状況である。

これまで外部の援助で提供されていた抗レトロ

ウイルス薬（antiretroviral therapy 以下、ART）

も、医療保険の給付対象となる予定である。しか

し、現在、国民皆保険体制が達成されていないた

め、ART を必要とする人が継続して利用するため

には、国民皆保険体制の達成が急務となる。 

 

（2）ホーチミン市内の HIV 対策 

 ホーチミン市の人口は約 1200 万人で、市内が

24 区（district）に分かれている。市内には 17 の

community-based organizations（CBO）があり、

男性同性愛者、トランスジェンダー、セックスワ

ーカー、薬物依存者などの個別施策層約 35000 人

に対して支援を行っている。ホーチミン市内の個

別施策層は約 8 万人と推計されているため、これ

らの 17 の CBO は約半分をカバーしていること

になる。 

 

1）Galant 

 公的な病院において HIV 検査や ART は提供さ

れているが、混雑していたり、性的マイノリティ

ーへの対応が適切でなかったりするため、これら

の CBO と民間のクリニックが共同で、市内に

Galant というクリニックを 2017 年に開設した。

当初はトランスジェンダー専門の外来であった

が、2017 年 6 月から通常のクリニックとして、

一般の外来患者も対象とすることになった。現在

もトランスジェンダーのカウンセリングを行っ

ている。 

開業時間は午前 7時 30分から午後 8 時までであ

る。現在、医師 8 名、看護師 2 名、薬剤師 2 名、

カウンセラー4 人、臨床検査技師 1 名、事務員 1

名、用務員 1 名、管理者 2 名で運営している。 

平均して、1 日に一般患者 10 人、性的マイノリ

ティーの患者が 10 人くらい来院している。 

Galantは、HIV感染症の治療、性感染症、HIV、 

B/C 型肝炎の検査、カウンセリング、Pre-

Exposure Prophylaxis (PrEP), Post-Exposure 

Prophylaxis（PEP）を提供している。PrEP につ

いては、男性同性愛者とどちらかが HIV 陽性の

夫婦 1200 人を対象に行われているプロジェクト

に参加をしている。PrEP の薬代については、1 ヶ

月目は無料だが、2 ヶ月目以降は半額を利用者が

負担をすることになっている。PEP の提供につい

ては、CBO とのホットラインがあり、緊急に必要

な場合は、利用者の家まで届けることもある。1 ヶ

月に 20-30 人が利用している。 

民間のクリニックであるため、診療費は患者自

己負担である。現在、公的医療保険が使えるよう

に政府に申請をしている。 

自己負担で受診をしなくてはならないが、CBO

が運営に関わっているクリニックであるため、関

係する個別施策層の人々の信頼は厚いというこ

とであった。また、医療チームが地域でのアウト

リーチ活動も行っている。 

 

2) Carmah 

 Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health 

(APCOM)からの助成で、TestSGNを2016年5月か

ら2017年4月までの1年間実施した。 総予算は10

万ドルであった。 

このキャンペーンはバンコクで始まり、マニ

ラ、ジャカルタ、香港でも実施された。HIV検査

のプロモーションが目的で、ターゲットは若い

男性同性愛者であった。①HIVに関する知識を増

やす、②ケアへのアクセスを向上する、③活動
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のための追加的な資源を獲得する、④ケアの継

続、を目標とした。  

キャンペーン期間中に5000人のHIV検査の受検

を目標としたが、それを上回る人数が受検し

た。  

また、キャンペーン期間中には、このキャンペ

ーンに参加した団体（民間）と公的クリニック

（25カ所）において、HIV検査受検した人を対象

に、どこでHIV検査について知ったか、等の調査

を行った。 

 更に、キャンペーン期間中は、Webでの宣伝、

Youtube、出会い系アプリ（zalo）、CBOを通し

た告知、リーフレットの配布を行った。  

 キャンペーン実施が決まった後、APCOMから

やるべきチェックリストがとどき、それに従っ

てバンコクでのキャンペーンを手本に企画をし

た。準備期間はおよそ半年であった。バンコク

でのキャンペーンで使われていた言葉や性描写

がベトナム人にとっては過激であったため、表

現をソフトに変更するなどして、ベトナム人に

も受入られるようにした。  

キャンペーンによって追加的な資源の獲得はで

きなかった。現在は、Web上での検査促進のみを

行っている。  

 

（2）第 9 回 International AIDS Society 学術会

議 

 141 カ国から 7832 人が参加した学術大会であ

った 2）。移民に関するセッションは 4 つあり、演

題数は 30 であった。主に欧州における移民に対

する HIV 対策について情報収集を行った。 

 EU 人口に移民が占める割合は約 4％である。

HIV 高蔓延国からの移民が HIV 流行における重

要な役割を果たしている。移民のコミュニティー

の方がリスクの高い性行動をとる割合が高く、フ

ランスではアフリカからの移民の 4 人に１人がフ

ランスに来てから HIV に感染している。その重要

な背景要因の一つとして厳しい生活状況がある。

不法移民に対して ART の供給に制限がかけられ

ていることが、90−90−90の目標の達成を難しくし

ているため、ART における UHC を目指す必要が

ある。 

European Center for Disease Prevention and Control

の報告によると、ヨーロッパにおいては、HIV検

査の受検割合は、移民はヨーロッパで生まれた

人よりも、受検割合が半分以下（62％ vs 28％）

という報告もあり、移民のHIV検査へのアクセス

が悪い状況が課題となっている。 

2015年にHIVが診断されたのは、移民で37％、

移民以外が63％ということであった。移民の人

口に占める割合は4％であることから考えると、

移民におけるHIVの負荷が異常に大きいことがわ

かる。 

移民の中でも男性同性愛者におけるHIV感染者

数が増加している。2006年から15年間に54％増

加した。また、HIV感染が診断された時のCD4の

値が、移民の方が低い。保健医療サービスへの

アクセスの問題がある。特に出身国がアフリカ

や南・東南アジア地域の場合に、受診が遅れる

傾向がある。  

ベルギー、イタリア、スウェーデン、英国にお

ける研究では、2000年〜2013年にHIV陽性が診断

された移民の数は23,906人であった。2011年にお

いては、診断された移民のうち、3分の１がそれ

ぞれの国に移住後に感染していた。また、移民

のうち男性同性愛者では、5分の2が移住後に感

染していた。  

しかし、欧州の多く国で移民のHIV感染割合や

性行動に関するデータが不十分であり、移民を

対象とした政策を検討するためには、より詳細

なデータを収集する必要がある。 

移民の中でも不法移民は、暴力を受けやすい、

生活のために売春を行わざるをない割合が高

い、保健医療サービスへのアクセスが制限され

ている、HIV検査や治療を受ける権利に関する認

識が不足している、などの理由から、HIV感染の

ハイリスクグループと考えられている。  

移民のための保健医療サービスを改善すること

はいくつかの課題がある：  

1）移民管理の視点から保健医療サービスへのア
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クセスが考えられてしまう（保健医療サービス

を受けやすい場合、移民が増加してしまう可能

性があるため）  

2）移民が感染症の感染源であるという考えがあ

る  

3）政治的争点になりやすい（移民が治安を悪く

する要因として非難の対象となる可能性があ

る） 

 

そのため、移民へのHIV感染対策を推進してい

くための枠組みが必要である。2016年から始ま

ったSustainable Development Goalsがその枠組みと

なることが期待されている。 

  

Ｄ．考察 

（1）ベトナムの HIV 対策について 

 ベトナムのホーチミン市における主に民間団

体の活動について情報収集を行った。Galant は

CBOと民間クリニックとの協働事業でGalantは、

民間の医療機関であるために、2018 年 1 月時点

では、公的医療保険制度の給付対象にならず、患

者は自己負担で受診しなくてはならない。しかし、

ホーチミン市の街中にあり、きれいで快適な施設、

医療スタッフや医薬品、機材がそろっており、ト

ランスジェンダー専門のカウンセリングが提供

されていて、夜遅くまで開業しているため、支払

い能力がある患者にとっては利便性の高い医療

施設となっている。CBO とのつながりがあるた

め、性的マイノリティーの患者にとっては、安心

して受診できるクリニックとのことであった。今

後は、公的医療保険制度の給付対象施設として認

定してもらうことで、支払い能力がそれほど高く

ない患者も利用できるようになることが重要で

ある。 

 CBOとのつながりが強いため、東京で行うHIV

検査等のキャンペーンを、CBO の Web 等で関係

者に告知できるか否かを聞いたところ、可能との

ことであった。 

 Carmah は APCOM という海外の団体からの

資金と技術的な支援を得て、男性同性愛者を主な

対象としたHIV検査のキャンペーンTestSGNを

行った。ソーシャルネットワークを介した情報提

供は効果的であった。国内外にイベントを周知す

る上でのソーシャルネットワークの活用が必須

であることを実感した。当初目標としていた人数

よりも多くの人が検査を受けたということで、キ

ャンペーン自体は成功したと考えて良いと思わ

れる。しかし、APCOM の資金援助が終了したと

同時に、キャンペーン期間のような広報は行われ

ておらず、HIV 検査の受検数も減少してしまった

ようである。ベトナムは、ART の提供についても

これまで海外の資金に頼ってきた部分が大きか

ったが、それらの資金が引き上げはじめている 

ことから、不足分をどのように埋めていくかとい

う対応を迫られている。国内資源の動員が今後の

HIV 対策の継続の鍵となると考えられる。 

 

（2）欧州の移民に帯する HIV 対策について 

 欧州においては、財政状況が厳しくなる中で、

移民をどのように受け入れるのかが課題になっ

ている。欧州に移住後に HIV に感染する割合が

高いため、早急に対応が必要である。排除するこ

とにより将来発生する費用は高くつく可能性が

ある。我が国においても、留学生や技能実習生が

増加しており、今後も増加することが予想される。

これらの人々が、日本国内において HIV に感染

しないよう、感染した場合でもなるべく早く治療

を開始できるような仕組みを整えることが重要

である。 

 

Ｅ．結論 

 ベトナム国ホーチミン市内における取り組み

と第 7 回 International AIDS Society に参加し、

欧州における移民に対する HIV 対策の状況につ

いて情報収集を行った。ホーチミン市の CBO と

ネットワークを通した HIV 対策に関する情報交

換が行えると、在留ベトナム人にも情報が届く可

能性を感じた。 

移民への HIV 対策に関する欧州の取り組みを注

視し、我が国がどのようにあるべきかを検討すべ
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きであると考える。 
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